
◎景観計画　～景観のまちづくりを進めるための基本的な計画～ ◎景観条例　～景観計画を運用していくために必要な事項を規定～

景観のまちづくり
  【目標】自然環境、歴史、文化などの資源とともに、地域力を活かした世界に誇ることができる多彩で魅力的な景観のあるまちをめざします。

★景観計画に定める事項（景観法第8条 ◎：必須 ○：努力）

◎区域：大田区全域

◎景観形成基準（良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項）

【市街地類型】市街地の特性に応じた景観づくり

【景観資源】景観資源を活かした景観づくり

【景観形成重点地区】区として重点的に進める景観づくり

★目的・基本理念、区、区民及び事業者の責務、景観計画の策定等を規定

◎第1章 総則

目的、基本理念、区、区民及び事業者の責務、東京都又は隣接区市との協議

◎第2章 景観計画の策定等

景観計画、策定の手続き、景観計画区域の区分等

◎第3章 行為の規制等

事前資料３

◎景観のまちづくりの推進　～様々なまちづくりの機会等を捉えた良好な景観形成に向けた誘導～

ハード的 【景観まちづくりの機会】 【主な景観誘導策】

◎一定規模以上の建築物の建築等 【届出】景観形成基準への適合

【景観形成重点地区】区として重点的に進める景観づくり

【色彩に関する基準】

◎景観重要建造物・景観重要樹木（対象がある場合）

○景観形成に関する方針

【基本方針１】地形、水辺、緑などの自然を活かした景観づくり

【基本方針２】歴史と文化を活かした景観づくり

◎第3章 行為の規制等

届出対象行為等、事前協議、行為完了の報告、指導、勧告の公表

◎第4章 景観重要建造物等

指定等の公表、管理の方法の基準、滅失等の届出、所有者等の変更の届出

◎第5章 良好な景観形成の実現

景観資源の選定、景観協定、表彰、景観審議会、景観アドバイザー

一体的運用

【指導】改善等に向けた働きかけ 【勧告・変更命令】改善等の要請

◎道路、河川、公園等の公共施設の整備
【景観重要公共施設】公共施設の管理者と連携した取組み

【大田区公共施設ガイドライン】景観の模範となる公共施設の整備

◎景観上、重要な建造物や樹木 【景観重要建造物】・【景観重要樹木】指定による保全
【景観審議会】

【景観アドバイザー】による助言 区長による指導 区長による勧告・変更命令

ステップアップ

模 範

◎地域における景観まちづくり 【景観形成重点地区の追加指定】まちづくりの進捗に応じて重点地区を追加

関与

関

与

ソフト的

◎他法・他施策との連携　～総合的な景観まちづくり施策の推進～

【都市計画関係】

○地区計画

【緑・環境関係】

○グリーンプランおおた

【屋外広告物】

○東京都屋外広告物条例
【まちづくり条例】

○地域力を生かした大田

◎近隣同士の景観ルールづくり 【景観協定】土地所有者の合意による自主的な協定(建築物・緑のほか景観に関する様々な事柄を一体的に協定)

◎地域で良好な景観形成に貢献している

建造物等

【表彰制度】良好な景観形成に貢献する建築物等を表彰

【景観資源の選定制度】愛着のある建築物や街並みを区民が選定

◎区民・事業者等に対する働きかけ 【意識啓発】区ＨＰ、冊子・パンフレット、景観に関するシンポジウムやイベント等の開催など

関与

【まちづくり計画関係】

○蒲田駅周辺地区グランドデザイン○地区計画

○高度地区

○風致地区

○グリーンプランおおた

○大田区みどりの条例

○大田区環境基本計画

○東京都屋外広告物条例○地域力を生かした大田

区まちづくり条例

○蒲田駅周辺地区グランドデザイン

○大森駅周辺地区グランドデザイン
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